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   鎌ケ谷市企業誘致促進条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、鎌ケ谷市企業誘致促進条例（平成２９年鎌ケ谷市条例第１４号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （企業立地奨励金の交付の期間） 

第３条 条例第５条に規定する固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」と

いう。）の額に相当する額に係る企業立地奨励金の交付の期間は、事業施設を取得

して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日

が属する年度の翌年度の初日から５年以内の期間とする。 

２ 条例第５条に規定する法人市民税の額に相当する額に係る企業立地奨励金の交

付の期間は、次の各号に掲げる指定企業の区分に応じ、当該各号に定める期間とす

る。 

（１） 事業施設を取得して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次

に定める期間 

ア 法人市民税の納付を完了した日（以下この条において「納付完了日」という。）

が指定企業が事業を開始した日（以下この条において「事業開始日」という。）

以後の４月１日から８月３１日までの日である場合 納付完了日が属する年

度の翌年度の初日から５年以内の期間 

イ 納付完了日が事業開始日以後の９月１日から３月３１日までの日である場

合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から５年以内の期間 

（２） 事業施設を賃借して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次

に定める期間 

ア 納付完了日が事業開始日以後の４月１日から８月３１日までの日である場

合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から３年以内の期間 

イ 納付完了日が事業開始日以後の９月１日から３月３１日までの日である場

合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から３年以内の期間 

 （企業誘致協力金の交付の期間） 

第４条 条例第６条に規定する企業誘致協力金の交付の期間は、次の各号に掲げる指

定企業誘致協力者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

（１） 指定企業に事業施設を売却した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応

じ、次に定める期間 

ア 指定企業に売却した事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日（以下

この号において「納付完了日」という。）が当該指定企業が事業を開始した日

（以下この号において「事業開始日」という。）前である場合 次に掲げる区

分に応じ、次に定める期間 
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（ア） 事業開始日が４月１日から８月３１日までの日である場合 事業開始

日が属する年度の翌年度の初日から１年以内の期間 

（イ） 事業開始日が９月１日から３月３１日までの日である場合 事業開始

日が属する年度の翌々年度の初日から１年以内の期間 

イ 納付完了日が事業開始日以後である場合 次に掲げる区分に応じ、次に定め

る期間 

（ア） 納付完了日が４月１日から８月３１日までの日である場合 納付完了

日が属する年度の翌年度の初日から１年以内の期間 

（イ） 納付完了日が９月１日から３月３１日までの日である場合 納付完了

日が属する年度の翌々年度の初日から１年以内の期間 

（２） 指定企業に事業施設を賃貸した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応

じ、次に定める期間 

ア 事業施設を賃借した指定企業が事業を開始した日（以下この号において「事

業開始日」という。）以後の４月１日から８月３１日までの日である場合 事

業開始日が属する年度の翌年度の初日から３年以内の期間 

イ 事業開始日以後の９月１日から３月３１日までの日である場合 事業開始

日が属する年度の翌々年度の初日から３年以内の期間 

 （奨励金等の対象） 

第５条 企業立地奨励金の対象となる固定資産税等は、指定企業が条例第８条第１項

第１号に規定する事業を行うことを目的として新たに取得した事業施設に係る固

定資産税等とする。 

２ 企業誘致協力金の対象となる固定資産税等は、指定企業誘致協力者が指定企業の

指定に係る事業を実施するために指定企業に売却し、又は賃貸した事業施設に係る

固定資産税等とする。 

 （指定の申請） 

第６条 条例第７条第１項の規定により指定を受けようとする企業等は、指定企業指

定申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、次に掲げる書類の一部を省略

することができる。 

（１） 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票）の写し 

（２） 定款、規約その他これらに類する書類 

（３） 事業計画書 

（４） 事業施設の位置及び配置を示す図面 

（５） 事業施設の建設計画書、建設計画を示す図面及び工事請負契約の額が分か

る書類 

（６） 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書 

（７） 投下固定資産額の予定額（内訳を含む。）が分かる書類 

（８） 事業施設において採用を予定する常用雇用者の氏名、生年月日、住所、採
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用予定年月日及び雇用保険番号が分かる書類 

（９） 過去３年分の決算書（連結決算を有する指定企業にあっては、当該連結決

算書を含み、個人にあっては、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１

項第３７号の確定申告書）の写し 

（１０） 過去３年分の固定資産税等及び法人市民税（個人にあっては、個人市民

税）の納税証明書の写し 

（１１） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第７条第２項の規定により指定を受けようとする者は、指定企業誘致協力者

指定申請書（別記第２号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、次に掲げる書類の一部を省略

することができる。 

（１） 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票）の写し 

（２） 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書 

（３） 過去３年分の固定資産税等及び法人市民税（個人にあっては、個人市民税）

の納税証明書の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する書類は、指定企業が指定に係る事業を開始する予定の日の９０

日前までに提出しなければならない。 

 （指定企業の指定の通知） 

第７条 市長は、条例第７条第１項の規定による申請があったときは、速やかにその

内容を審査し、鎌ケ谷市企業誘致審査委員会（以下「委員会」という。）の審査を

経て、指定の可否を決定し、当該申請をした者に指定企業指定通知書（別記第３号

様式）又は指定企業不指定通知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定企業の指定をしたときは、当該指定企業に指定企

業指定証（別記第５号様式）を交付するものとする。 

 （指定企業誘致協力者の指定の通知） 

第８条 市長は、条例第７条第２項の規定による申請があったときは、速やかにその

内容を審査し、委員会の審査を経て、指定の可否を決定し、当該申請をした者に指

定企業誘致協力者指定通知書（別記第６号様式）又は指定企業誘致協力者不指定通

知書（別記第７号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定企業誘致協力者の指定をしたときは、当該指定企

業誘致協力者に指定企業誘致協力者指定証（別記第８号様式）を交付するものとす

る。 

 （対象業種） 

第９条 条例第８条第１項第１号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる

事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業種とする。 

（１） 製品の製造に係る事業 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第 

４０５号。以下「産業分類」という。）において大分類Ｅ－製造業、中分類０９
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－食料品製造業から中分類３２－その他の製造業までに分類される業種であっ

て、小分類管理、補助的経済活動を行う事業所に分類されるもの 

（２） 本市の特産品の加工に係る事業 産業分類において大分類Ｅ－製造業、中

分類０９－食料品製造業から中分類３２－その他の製造業までに分類される業

種であって、農産物の加工を行うもの。ただし、市内で栽培された梨の加工を含

むものに限る。 

（３） 情報通信に係る事業 産業分類において大分類Ｇ－情報通信業に分類され

る業種 

（４） 運輸又は物流に係る事業 産業分類において大分類Ｈ－運輸業、郵便業に

分類される業種であって、中分類４２－鉄道業から中分類４８－運輸に附帯する

サービス業までに分類されるもの 

（５） 小売に係る事業 産業分類において大分類Ｉ－卸売業、小売業に分類され

る業種であって、中分類５６－各種商品小売業から中分類６０－その他の小売業

までに分類されるもの 

（６） 教育又は学習支援に係る事業 産業分類において大分類Ｏ－教育、学習支

援業に分類される業種（公的機関が設置又は運営するものを除く。） 

（７） 医療（産科及び夜間診療を行う小児科に限る。）に係る事業 産業分類に

おいて大分類Ｐ－医療、福祉、中分類８３－医療業、小分類８３２－一般診療所

に分類される業種であって、病床数が０床から１９床までのもの 

（８） 農業（植物工場によるものに限る。）に係る事業 産業分類において大分

類Ａ－農業、林業、中分類０１－農業、小分類０１１－耕種農業に分類される業

種であって、閉鎖された施設内において光、温度、湿度その他の生育環境を人工

的に制御し、農作物の計画的かつ安定的な生産又は加工を行うもの 

２ 企業等が複数の業種を営む場合における企業立地奨励金の対象の業種は、当該企

業等が営む業種のうち、前項各号に掲げる業種の利益の額が最も高い額の業種とす

る。 

 （奨励金等の交付の申請） 

第１０条 条例第９条第１項の規定による企業立地奨励金及び企業誘致協力金（以下

「奨励金等」という。）の交付の申請をしようとする者は、第３条及び第４条に規

定する交付の期間の各年８月末日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める申請書に別表に定める書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、別表に定める書類の一部を省略

することができる。 

（１） 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書（別記第９号様式） 

（２） 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付申請書（別記第１０号様式） 

 （奨励金等の交付の決定） 

第１１条 市長は、委員会の審査を経て、条例第９条第２項の規定により奨励金等を

交付することとしたときは、次の各号に掲げる奨励金等の区分に応じ、それぞれ当
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該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。 

（１） 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付決定通知書（別記第１１号様式） 

（２） 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付決定通知書（別記第１２号様式） 

２ 市長は、委員会の審査を経て、条例第９条第２項の規定により奨励金等を交付し

ないこととしたときは、次の各号に掲げる奨励金等の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。 

（１） 企業立地奨励金 企業立地奨励金不交付決定通知書（別記第１３号様式） 

（２） 企業誘致協力金 企業誘致協力金不交付決定通知書（別記第１４号様式） 

３ 市長は、条例第９条第２項の規定による奨励金等の交付の可否の決定に当たって、

必要に応じて実地に調査することができる。 

 （奨励金等の交付の請求） 

第１２条 前条第１項による通知を受けた指定企業及び指定企業誘致協力者は、当該

通知を受けた日の翌日から３０日以内に、奨励金等交付請求書（別記第１５号様式）

により市長に請求しなければならない。 

（事業の開始の届出） 

第１３条 指定企業は、事業を開始したときは、条例第１０条の規定により当該事業

を開始した日から１４日以内に事業開始届（別記第１６号様式）により市長に届け

出なければならない。 

（奨励金等の交付の申請の変更等） 

第１４条 条例第１１条第１項各号に掲げる事由が生じた指定企業又は指定企業誘

致協力者は、当該事由が生じた日から１４日以内に指定内容等変更申請書（別記第

１７号様式）に変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請の内容を審査し、適当と認めるときは指定内容等変

更承認通知書（別記第１８号様式）により、適当と認めないときは指定内容等変更

不承認通知書（別記第１９号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 条例第１１条第３項の届出は、事業休止・廃止届（別記第２０号様式）によるも

のとする。 

 （指定の取消し等） 

第１５条 市長は、条例第１２条第１項の規定により奨励金等の交付の決定の全部又

は一部を取り消したときは、奨励金等交付決定取消及び奨励金等返還命令通知書

（別記第２１号様式）により当該取消しに係る指定企業又は指定企業誘致協力者に

通知するものとする。 

 （承継の申請等） 

第１６条 条例第１３条の規定による指定企業又は指定企業誘致協力者の地位の承

継の申請は、地位承継申請書（別記第２２号様式）に承継の事実を証する書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請の内容を審査し、適当と認めるときは地位承継承認

通知書（別記第２３号様式）により、適当と認めないときは地位承継不承認通知書
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（別記第２４号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 （委員会の意見の聴取等） 

第１７条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

２ 委員会の庶務は、企業誘致主管課において処理する。 

 （委任） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第１０条関係） 

奨励金等の種類 添付書類 

企業立地奨励金 

（１） 前年度の固定資産税、都市計画税及び法人

市民税の納税証明書の写し 

（２） 投下固定資産額を証する書類 

（３） 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険

者証の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める書類 

企業誘致協力金 

（１） 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税

証明書の写し 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類 

 


